
 

令和７年４月 

学校いじめ防止基本方針 

新潟県立柏崎特別支援学校 

１ はじめに ～いじめ・いじめ類似行為の定義～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 『特別支援学校』としての取組 

 

 

 

 

 

 

 

３ 当校の掲げる「いじめ防止基本方針」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 児童生徒一人一人が、成就感・自己肯定感をもちながら学校生活を送れる指導・ 

支援 

・授業や学校生活全体を通して一人一人が認められる場の設定 

(２) 一人一人の違いを認め、思いやりや心の痛みを考える教育の推進 

・教科学習、道徳科、学校行事等の教育活動全体を通した道徳的実践力の育成 

(３)「いじめ」に対する教職員の意識改革 

・研修を通した人権感覚の涵養、児童生徒への共感的理解、行動の背景にある状況 

の確認・調査 

(４) 定期的な情報交換と未然防止、早期発見、即時対応のための校内支援体制の整備 

・教育活動全体における観察、朝会・学部会等での情報交換、アンケートによる実 

態把握、実行性のあるいじめ対策委員会の設置 

(５) 家庭・地域の理解と協力体制づくり 

・愛育会(ＰＴＡ)だよりや学校だよりを通した家庭・地域への理解啓発と情報発信 

・いじめの疑いが見られた時点からの保護者への連絡と見守り等の依頼 

(６) 関係機関との連携強化 

・児童相談所、警察等との定期的な情報交換、緊急時の相談支援体制づくり 

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい

る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為

の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった

場所は学校の内外を問わない。 

平成 25年９月 28日施行 「いじめ防止対策推進法」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特別支援学校では、障害特性の違いによって児童生徒それぞれが抱える困りごとや

課題を克服し、卒業後に自立できるように、『自立活動』の時間を設けています。そ

の中で職員は、障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服するために必要な知

識、技能、態度及び習慣を養うだけでなく、心身の調和的発達の基盤を培うために、

児童生徒一人一人に丁寧に向き合い、面談や支援などを細かく行っています。個々に

抱える不安や悩みなどに対して、職員一同、力を合わせ、一緒に解決を目指していき

ます。 

「いじめ類似行為」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響

を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該児童等

が当該行為を知ったときに心身の苦痛を感じる蓋然性の高いものをいう。 

令和 2 年 12月 25日公布 「新潟県いじめ等の対策に関する条例」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 全体計画 ～組織的な対応に向けて～ 

（１） いじめ対策委員会の設置 

① 委員 

校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、地域支援部員、養護教諭、学部主事、 

当該児童生徒の関係職員  ＋ 病院他関係機関 ＋スクールカウンセラー 

② いじめの即時対応のための取組 

・職員研修(いじめ発生時における対応の確認等) 

・いじめを受けた児童生徒の安全確保、本人とその保護者に対する相談・支援 

・いじめを行った児童生徒とその保護者に対する指導・支援 

・児童相談所、警察等との連携 

 

（２） 関係各所との連携 

  ① 保護者との連携 

・児童生徒の小さな変化に気付けるよう、日頃から保護者との連絡を密に行う。 

・学校・学部だよりや、愛育会(ＰＴＡ)だよりを通して、ネットモラル等の理解啓 

発を継続的に行い、ネットいじめの防止を図る。 

・いじめの疑いが見られた時点から、保護者への連絡を密に行い、被害者側の児童 

生徒、保護者への相談・支援を行うと共に、加害者側の児童生徒、保護者に対し 

て指導・支援を行う。 

② 教育委員会や関係機関等との連携 

・いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当 

の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いなどの重大事態が発生し 

た場合は、速やかに県教育委員会に報告し、その後の調査の仕方などの対応を相 

談する。これは、当該児童生徒の保護者からいじめにより重大事態に至ったとい 

う申し出があった場合も同様とする。 

・いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、所轄警察 

署と連携して対処する。また児童生徒の生命、心身又は財産に重大な損害が生じ 

る恐れがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。 

 

（３） いじめの未然防止に向けて（①発達支持的生徒指導、②未然防止教育） 

① 多様性を認め他者の人権を尊重する児童生徒を育成するための職員の取組 

（発達支持的生徒指導） 

～全ての児童生徒にとって安全で安心な学校づくり・学級づくりを目指す～ 

・児童生徒理解研修を年度当初に実施し、児童生徒の病気や障害の特性、実態につ  

いて、職員間で理解を深める。 

・いじめ対応研修を年度当初に全職員で実施し、いじめが発生してから対応するま 

での流れを共有する。また、いじめが発生してからの対応についてシミュレーシ 

ョンを行い、適切な対応ができるよう準備する。 

・職員の言動が児童生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないよう 

に、職員一人一人が人権感覚を磨いたり、人権意識を高めたりできる研修を行 

う。 



・いじめ認知の有無に関わらず、定期的にいじめ対策委員会を開催し、職員間で       

    情報を共有する。 

・全ての授業、学校行事等を通して成就感を味わわせ、自己肯定感を高める。 

・児童生徒一人一人が他者の人権の大切さを認め合えるような指導・支援を行う。 

・道徳科や特別活動の時間を通して、自他のよさや存在に気付き、充実感のある 

学校生活が送れるよう指導・支援する。 

・授業の中で人と関わる場面を意図的に設定し、コミュニケーションを深め、様々 

な考え方を尊重し合える実践を行う。 

・いじめにつながる様々な児童生徒のささいな行動を見逃さず、発達段階に応じ 

た指導を継続的に行う。 

  ② 道徳や学級活動・HR活動における児童生徒主体のいじめ防止の取組 

   ・SOSの出し方授業                  （未然防止教育） 

   ・人権に関する授業 

・薬物乱用防止教室 

   ・情報モラル講座  等 

 

（４） いじめの早期発見に向けて（課題早期発見対応） 

① いじめの予兆発見 

・年度初めに児童生徒の実態把握をして、日常生活や休憩時間等に校内を見回り、 

小さな変化や友人関係等を把握する。 

・アンケート(７月・１月)や個別面談を実施すると共に、インターネットの使用 

状況にも留意し、児童生徒の状況を把握する。 

② 児童生徒情報交換の徹底 

・職員朝会や終礼を利用し、学部又は学校全体で児童生徒の情報交換を常に行う。 

③ 保護者との情報共有 

・連絡帳、各種たより、電話等による連絡や家庭訪問、懇談会等により児童生徒 

の情報共有を確実に行う。 

 

（５） いじめの解消に向けて（困難課題対応的生徒指導） 

① 迅速な対処 

 ・いじめに関する相談等を受けた場合、またはいじめと思われる行為を見付けた場 

合は、速やかにフローチャート、対応マニュアルに従い関係職員、管理職に報告し、

組織として対応する。同時に、被害児童生徒の安全確保を行う。 

② いじめ対策委員会の開催 

・関係職員からの情報を集約し、今後の対応を検討する。 

・被害者側の児童生徒の安全確保、本人ならびに保護者への相談・支援を行うと共に、

加害者側の児童生徒、保護者に対して指導・支援を行う。 

・随時、被害者、加害者の児童生徒、保護者への聞き取りについて情報共有し、次の

対応を協議する。 

③ 関連機関との連携 

・学校、家庭、関係機関が連携しながら適切に対応し、早期にいじめ解消に向けた  

取組を継続的に行う。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ解消の定義 

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている

こと。 

① いじめに係る行為が止んでいる状態が相当の期間（少なくとも３か月）継続して

いること。 

② いじめを受けた児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないことを

本人及び保護者に面談等で確認し、認められること。 

※いじめ類似行為にあっては、①により解消を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ いじめへの対応(フローチャート) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記のチャートをベースにして事実確認や報告を行い、学校、家庭、関係機関が連携し

ながら適切に対応し、早期にいじめ解消に向けた取組を行う。 

・関係資料を５年間保存し、引き継ぎ、情報提供に活用する。 

※１ 校外からのいじめや犯罪につながるよう行為の場合は、警察や関係機関にも連絡する。 

※２ 少なくともいじめに係る行為が３か月止んでおり、かついじめを受けた生徒が心身 

の苦痛を感じていない場合に、いじめが解消されたとみなす。 

【いじめの疑い】 

・本人、保護者からの訴え ・他児童生徒からの訴え ・教師の気付き ・教育相談  など 

【一人で抱えこまず報告する】 

①学部主事 ②生徒指導主事（いじめ対策推進教員） ③関係職員 

【管理職】 

校長・教頭※１ 

令和７年度 

・校  長：堀井利衛子  ・教  頭：山﨑 彰 

・教務主任：渡邊 裕子  ・地域支援部：谷 実咲 

・養護教諭：酒井 鮎美  ・学部主事(高)：小池 和子   

・学部主事(中)：伊坪 政徳   ・学部主事(小)：中村 貞子   

・ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー：堀江 康之 

・生徒指導主事（いじめ対策推進教員）：関 典正 

 

【職員会議】 

・いじめ事案についての報告と共通理解 

【管理職】 

校長・教頭 

【初期対応】 

・複数職員による当該児童生徒、保

護者、職員への聞き取り、報告 

【児童生徒・保護者への対応】 

①被害児童生徒の安全確保、心のケア、 

フォロー 

②その保護者との情報共有、相談、支援 

③加害児童生徒とその保護者への指導・支援 

④傍観児童生徒への指導 

【報告】 

・県教委 

【いじめ対策委員会の開催・いじめの認知】 

・関係職員(委員、聞き取った職員)の招集 ・情報共有 ・迅速な判断が必要な場合は管理職、関係職員で一次判断 

【状況確認】 

①学部主事 

②生徒指導主事（いじめ対策推進教員） 

③関係職員 

【再発防止・未然防止活動】 

【解消※２】 

【継続指導・支援・観察】 


